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○ 沖縄科学技術大学院大学学園法（平成21年法律第76号）抄
（目的）
第一条 この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄（沖

縄県の区域をいう。以下同じ。）を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、
もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

○「沖縄科学技術大学院大学の枠組み案」（沖縄科学技術大学院大学評議会（内閣府有識者会合））（2003年11月）

（新たな大学院大学の必要性）
Ø 新たな大学院大学の必要性：科学技術は融合的分野において発展しており、その一つが生命の機構の解明で

ある。融合的分野では高度の教育を受けた人材の必要性がより大きい。一方、既存の大学では学問分野間の
壁が高く、特に生命科学においては研究者が種々の学部に分属していることもあって、融合的な研究・教育
が行ないにくい。そこで新しい大学をつくる必要がある。

（大学院大学の目的）
Ø 世界の科学技術の発展に貢献する
Ø 沖縄をアジア太平洋地域の先端的頭脳集積地域とする

（研究・教育分野）
Ø いくつかの専門分野（コア・ディシプリン）と最先端の融合分野において、世界最高水準の研究と博士課程

教育を行なうことを目指す。コア・ディシプリンとしては、（１）物理学、（２）コンピュータ・情報科学
および数学、（３）化学、（４）材料・システム工学、（５）生物科学（バイオサイエンス）、融合分野と
して生命システムの研究・教育を行なう。ナノ科学・工学も有力な候補。融合分野の中での重点を置く際に
は、我が国および教員出身国の科学技術の得意分野の活用を考える。当面の融合研究の分野の例は、脳神経
科学、ナノバイオロジー、バイオマテリアル、システム・バイオロジー、健康科学、人間と環境。
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（他の機関とのネットワーク）
Ø 客員研究員の受け入れ（スペースの確保、研究費の支給）、教員の派遣、学生の派遣・受け入れ、共同研究の

実施、国際シンポジウムの開催等を推進する。一流大学との教育交流を探求する。

（教員の採用）
Ø 設立当初にトップクラスの研究者を採用することが重要であり、専攻分野や年齢よりも研究能力で選考する。

優秀な教員の採用のため、研究環境を整えるとともに、他の国の一流大学と競争できる条件を提示する。新規
採用者には3～5年のスタートアップ・パッケージを与える。スタートアップ期間終了後は競争的資金を獲得す
ることが期待されるが、大学も独自の研究資金を用意する。

Ø 教員の評価は、研究、教育および大学の運営に関する業績に基づいてDeanが行なう。研究業績は当該分野の専
門家（外部の人を含む）からなる委員会が検討する。産学連携研究の成果も研究業績として考慮される。

（学生の募集・入学）
Ø 優秀な学生を集めるために、奨学金、リサーチ・アシスタント（RA）やティーチング・アシスタント（TA）

への雇用機会、低家賃の学生寮などを提供する。
Ø 選考は、標準試験の結果、出身大学の成績証明書、志望理由、大学教員等からの推薦状などにより行なう。

○「新大学院大学の青写真」取りまとめ（沖縄科学技術研究基盤整備機構の運営委員会）（2008年7月）

Ø 大学院大学の教育研究活動は、生命科学、物質科学、応用科学を含む学際的で先端的なものとする。
Ø 教員は長期的には300PIs 程度を理想形とし、その際の研究科や専攻について将来検討される必要がある。
Ø 学生募集は国際的な入学時期を勘案し、入学は4 月と9 月の年2 回可能とする。ただし、入学者の審査・選抜

については、学生の質の均一性を維持するため、各受験生共通の手続きにより年1 回行われるべきである。
Ø 公用語は英語とする。
Ø 教員と学生の少なくとも半数を外国人とすることを目指す。
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